
令和 年 月

西条市教育委員会

西条市立小・中学校の

適正規模及び適正配置に関する基本方針（案）

ー 概要版 ー

パブリックコメント
実施期間 令和８年４月１日 から 令和８年４月３０日
担 当 課  西条市教育委員会 学校政策課



2

１ 西条市の人口推移・将来人口等の推計

○ 西条市の総人口は年々減少し、少子高齢化が進行。
⇒ 年少人口（0～14 歳）及び生産年齢人口（15～64 歳）は減少。
⇒ 老年人口（65 歳以上）は増加。

人口推移

年齢３区分別人口の推移 年齢３区分別の人口割合の推移
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１ 西条市の人口推移・将来人口等の推計

○ 西条市の総人口は、将来にわたって減少傾向が続き、2050年には76,692人まで
減少すると予測。

将来推計人口 年齢3区分別将来推計人口

今後約30年間で約27％減少する見込

将来推計人口
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２ 西条市の小・中学校の現状及び将来予測

○本市の小・中学校に通う児童生徒数
は、少子化の影響を受けて年々減少。

○ 平成16年の市町合併時から比較した
場合、2004年（平成16年）の
10,133人から2025年（令和7年）
の7,507人となり、約26％減少。

約26％
減少

児童生徒数及び学級数の推移
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２ 西条市の小・中学校の現状及び将来予測

○ 学校規模の基準となる通常学級数が減少 ⇒ 学校が小規模化

児童生徒数及び学級数の推移

小学校の児童数・学級数の推移 中学校の生徒数・学級数の推移
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２ 西条市の小・中学校の現状及び将来予測

○ 小学校は２５校（西条地区９校・東予地区９校・丹原地区５校・小松地区２校）、
○ 中学校は１０校（西条地区４校・東予地区３校・丹原地区２校・小松地区１校）設置。

※ 平成１６年の新市発足以降、廃校は浦山小学校の１校のみ。

学校施設位置図（小学校） 学校施設位置図（中学校）

小・中学校の設置状況
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２ 西条市の小・中学校の現状及び将来予測

小学校児童数の将来推計 中学校生徒数の将来推計

○ 約25年後となる2050年（令和32年）には、市内
全域で小規模化が進行し、小学校では複式学級の
ある学校が現在の2校から11校に増加。

○ 中学校ではクラス替えができない全校単学級が1
校から5校に増加。複式学級も生じる見通し。

○ 上記の状況は、約10年後の2035年（令和17年）
の時点で既に顕在化。

※ 端数処理をおこなっているため、合計値は合致しない場合あり。

児童生徒数の将来推計
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３ 学校規模等の適正化について

○ 義務教育段階では、子ども一人ひとりの力を伸ばすとともに、将来社会の一員として自立して
生きていくための資質や、社会を支える人としての基礎的な力を育てることを目的とする。

○ 学校は、単に知識や技能を身に付ける場ではなく、集団の中で多様な考えに触れ、互いを認め
合い、協力し、切磋琢磨することで、これからの社会を生き抜くために必要な力を育み、社会性
やルールを守る意識を身に付けさせる場とする。

○ このような教育を十全に行うためには、一定規模の集団が確保されていることや、経験年数・
専門性・男女比等でバランスのとれた教職員が配置されることが望ましい。

○ 児童生徒にとってよりよい教育環境を整えることを最優先に、学校教育の目的や目標をより確
実に実現できるよう、これからの時代に求められる教育・指導方法の方向性も踏まえて検討する。

○ 現在の学級数や児童生徒数のもとで、具体的にどのような課題があるのかについて、保護者や
地域の皆さんと共通理解を図りながら丁寧に検討する。

基本的な考え方
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※ ただし、アンケート調査による回答結果で、約３割の方が児童・
生徒が減少しても今の学校配置が望ましいと回答していることから、
小規模校をすべて廃止するのではなく、小規模校のデメリットをで

きるだけ解消しつつ、多様な学校の在り方を検討する。 

○ 今後10年間で・・・、
小学校 ＝ 複式学級の解消
中学校 ＝ １学年単学級の解消
を優先課題として取組む。

３ 学校規模等の適正化について

基本方針
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３ 学校規模等の適正化について

優先課題

小学校＝複式学級の解消

複式学級 … 1つの教室で2つ以上の学年
の児童が一緒に授業を受け
る学級のことをいう。

児童数が少ない学校では、例えば「1年生と
2年生」「3年生と4年生」といったように、
複数の学年を一つの学級にまとめて授業を行
う場合がある。

この場合、教師は、複数の学年を行き来し
ながら、直接指導と間接指導を組み合わせて
授業を進める。

複式学級には少人数で目が行き届きやすい
等の面があるが、複式学級特有の指導方法な
ど、教員に高度な指導技術が求められる。直
接指導の時間が限られるなどの課題もあると
されている。

中学校＝単式学級の解消

単式学級 … 1つの学年に通常の学級が
1クラスしかない状態の学
校をいう。

例えば、1年生1クラス、2年生1クラス、3
年生1クラスというように、各学年が1学級の
みで構成される学校を指す。

このような場合、クラス替えができない、
人間関係が固定されやすい、多様なグループ
学習が行いにくいといった状況が生じること
がある。また、中学校では教科ごとに教師が
異なるため、学級数が少ない場合には、教員
の配置が限られる、部活動の種類が少なくな
る、教員一人当たりの負担が大きくなるなど、
学校運営面でも影響が出ることがある。
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社会状況の変化により、子どもたちを取り巻く環境は多様化・複雑化しており、よりきめ細
かな対応が求められている。

こうした中、一人ひとりの多様なニーズに応えるためには、学校規模に伴う課題の解消と学
校の魅力向上が重要である。

そこで、小規模校の存続可能性を確保する観点から必要な取組を検討し、魅力ある学校づく
りと特色ある教育環境の実現を推進する。

ア 小規模特認校制度
小規模校の特性を生かし、きめ細かな指導や独自性のある教育を展開することで、学校の魅

力を高め、教育の質をより一層充実させる効果が期待される。
従来の通学区域は維持したまま、保護者や児童が希望する場合において、一定の条件のもと

で市内のどこからでも通学することができる特認校として位置付け。

イ 小中一貫教育
小学校段階と中学校段階の９年間を一体的に捉え、一定の児童生徒数を確保することで、学

校行事の活性化や多様な学習集団の編成、異年齢交流の機会の拡大が可能となる。
これにより、小規模校が抱えがちな課題である社会性の育成や、切磋琢磨できる学習環境の

確保、多様な考え方に触れる機会の充実などについて、効果が期待される。

３ 学校規模等の適正化について

多様な学校のあり方
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４ 学校規模等の適正化を図る方策

○ 本市には小規模校同士が隣接する地域が複数存在し、今後も人口増や児童生徒数の大幅な
回復は見込みにくい状況であり、通学区域の見直しだけで課題を解消することは困難。

○ 施設の維持管理・更新の効率化の観点からも、学校規模等の適正化に計画的に取り組む。

○ 適正化を進めるにあたっては、数値的条件のみで判断するのではなく、地域の地理的条件
や歴史的経緯、学校と地域が築いてきた関わりを十分に踏まえる。

○ 地域としての結びつきが強い旧西条・東予・丹原・小松といった旧行政区の枠組みは維持
しつつ、現状の中学校区を一つの単位として検討を進める。

○ 地域とのつながりを生かしながら保護者や地域住民との円滑な合意形成や一体感の醸成に
つなげていく。

○ 小規模特認校や小中一貫教育校の設置など地域と連携した教育の充実による小規模校の存
続も検討し、持続可能な教育環境づくりとして丁寧に進めていく。

基本的な方策



13

５ 留意すべき事項

学校規模等の適正化を図るためには、それぞれの地域において様々な課題があることを踏まえ、
特に下記の点に留意して取り組む。

① 子どもたちのための最適な学習環境が構築されるよう、ICT教育の活用ほか、学校施設の維持
改修や設備の充実などにも十分配慮しながら進める。

② 通学経路の安全確保に十分配慮するとともに、遠距離通学となる児童生徒については、スクー
ルバス等の交通機関の利用について、その運営方法なども含めたデメリットの解消に努めつつ
検討し、できるだけ早期に対象となる地域に示す。

③ 学校施設として利用されなくなった校舎及び校地については、まちづくりや地域防災の観点か
ら、地域の意見を十分聴取し、有効活用を図る。

④ 統廃合に当たっては、事前に学校間交流などを実施し、児童生徒の一体感の醸成と不安の解消
に努める。

⑤ 適正化の対象校となった学校は、保護者をはじめ地域の理解が得られるよう、話し合いの場と
しての「地元協議会（仮称）」を設置するなど、十分な協議を経てから進める。

⑥ 基本計画等を見直すに当たっては、旧行政区に限定されない考え方や通学校区の弾力化ほか、
小中一貫教育等も全市的な展開を検討するなど、将来的な議論を更に進める。
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６ 学校規模等の適正化の進め方

○ 学校規模等の適正化の検討を進めるにあたっては、地域の特性や学校ごとの事情の違いに関わ
らず、市内で共通する基本的な考え方と進め方をあらかじめ定め、その方針に基づいて取組を進
める。

○ 基本的な考え方を共有することで、地域ごとの協議や判断基準にばらつきが生じることを防ぎ、
一貫した姿勢を示し、全ての地域において共通の土台とする。

○ 子ども第一、地域・対話重視を基本理念として位置づけ、検討を進める。

○ 学校規模等の適正化は、将来を担う子どもたちにとって、より良い教育環境を将来にわたり安
定的に確保することを最も重要な目的とする。

○ 学校は子どもたちの学びの場であると同時に、地域にとっても大切な拠点であることを踏まえ、
地域住民や保護者の思いを丁寧に受け止めながら進める。

○ 統廃合の是非や今後の方向性については、地域や学校ごとに状況や受け止め方が異なることを
前提とし、多様な意見があることを踏まえながら、十分な対話と協議を重ねていく。

基本的な考え方
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６ 学校規模等の適正化の進め方

学校規模の適正化を進めるには、説明会等で本市の現状や将来の見通しを示しながら、保護者や
地域住民の理解を丁寧に得ることが必要である。

そのうえで、地元協議会や準備委員会を段階的に設置し、合意形成を図りながら進めていく。

ロードマップ
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６ 学校規模等の適正化の進め方

地域住民の一定の理解が得られた段階で、地域住民で組織する地元協議会を設置し、様々な情報
を共有し理解を深めるとともに、多様な意見を整理・共有しながら議論を進める場とする。

地元協議会で十分な情報共有や論点整理を行い、地域として一定多数の理解・賛同が確認できた
場合には、再編を前提とした次の段階として、準備委員会の設置へ移行する役割を担う。

地元協議会での一定の理解・合意が確認された場合、再編の具体的な実施に向けた検討を行う次
の段階として、準備委員会を設置する。

準備委員会では、再編に必要となる具体的な事項を整理・検討し、地域の意見を踏まえつつ、現
実的かつ丁寧な準備を進める場として位置づける。

地元協議会

準備委員会
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